
「行政書士無料相談」11月19日(火 )13：0 0～16：0 0　役場1階ロビー

令和元年10月23日

第1830号

中学校 3 年生のお子様がいらっしゃる保護者様へ
（ 陸上自衛隊　高等工科学校生徒 ）

◇技術を学びながら高等学校卒業の資格取得◇

受付時期　推薦採用 :11月1日（金）～11月 29 日（金）

　　　　　一般採用 :11月 1日（金）～令和2年1月6日（月）

応募資格　令和 2 年 4 月1日現在 15 歳以上 17 歳未満（平

　　　　　成 15 年 4 月2日～平成 17 年 4 月1日までの

　　　　　間に生まれた者）の男子で中学校卒業又は中等教

　　　　　育学校の前期課程修了者（見込含）

試　　験　推薦採用：令和 2 年1月 5 日（日）又は

　　　　　　　　　　6 日（月）の 指定する1日

　　　　　 一般採用：第 1 次　令和 2 年1月18 日（土）

　　　　　　　　 　 第 2 次　 令和 2 年1月 31日（金）

　　　　　　　　　　　　　　～2月3日（月）の指定する1日

合格発表　推薦採用 : 令和 2 年 1 月 16 日（木）

　　　　　一般採用 : 令和 2 年 2 月 14 日（金）

着校時期　令和 2 年 4 月上旬

手　　当　月額 102,500 円

　　　　　　　期末手当年 2 回（平成 31 年 1月1日現在）

　　　　　※法律の改正により改定される場合があります。

教　　育　高等学校の普通科と同等の教育を受け、併せて

　　　　　各種技術の専門教育、防衛基礎学等を学びます。

　　　　　（全寮制）

　　　　　（提携する通信制高等学校に入学します。）

資　　格　 3 年間の教育終了時には、高等学校卒業資格を取得できます。

学校所在地　神奈川県横須賀市御幸浜 2-1

問 合 せ　自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所

　 　 　 　 ☎ 226-9294

　　　　　 http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

　　　　　 hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp

　　　　　※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。

「大洗町民の日記念の集い」のお知らせ

　大洗町は、昭和 29 年 11 月 3 日に磯浜町と大貫町

が合併し、皆さまの大きな期待のもとに誕生しました。

町民の皆さまが、郷土の歴史を振り返り、ふるさと大洗

町について愛着と理解を深め、より豊かで魅力ある大洗

町を将来にわたって築き上げることを期する日として、

11 月 3 日を大洗町民の日と定めています。

　下記のとおり記念の集いを開催いたしますので、町民

の皆様、お誘い合わせの上ぜひお越しください。

日　　時　11 月 9 日（土）9:30 ～

場　　所　大洗文化センター（大ホール）

内　　容　第一部　記念式典

　　　　　第二部　映画「ある町の高い煙突」

　　　　　　　　　※整理券が必要となり、10 月 28

　　　　　　　　　　日（月）より役場 2 階町長公室に

　　　　　　　　　　おいて整理券を配布いたします。

問 合 せ　町長公室（内線 212）

地域リハビリセミナー開催のお知らせ

日　　時　11 月 10 日（日）13:30 ～ 15:30

場　　所　コミュニティガーデン百合が丘

　　　　　（水戸市百合が丘 814-524）

テ ー マ　正しい姿勢で元気なカラダづくり

講　　師　北水会記念病院 理学療法士　山口 加奈 先生

　　　　　　　　　　　　  言語聴覚士　後藤 武晃 先生

定　　員　50 名（要申込）

費　　用　無料

申込方法　電話

申込期限　11 月 9 日（土）

申込み／問合せ　北水会記念病院　☎ 303-3003

台風の影響で被災された方に対するお知らせ
　台風の影響で被害を受けられた皆さま方に心からお見舞い申

し上げます。

　東京電力エナジーパートナーでは、災害救助法が適用さ

れた地域（※大洗町は該当地域です）および隣接する地域

において、被災された方々のうち特定小売供給約款にもとづ

く電気のご契約があるお客さまからお申し出をいただいた場

合には、次のような措置を講ずることといたします。 

 1）支払期日の 1ヶ月延長

　　令和元年 9 月分（10 月12 日以降に支払期日を迎え

　　るもの ）から12 月分の電気料金等

 2）不使用月の電気料金の免除

　　被災時から引き続き全く電気を使用していない場合、被

　　災日が属する月分の次の月分の電気料金から 6ヶ月

 3）被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

　　災害により電気設備が一部使用不能となった場合、令

　　和 2年 4月末までの間は、復旧するまでの使用できな

　　い設備の基本料金

 一般送配電事業者による託送供給料金等

 1）工事費の免除

　・被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を

　　解除され、令和 2年 4月末日までに新たにお申込みを

　　いただいたもの

　・引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、

　　令和 2年 4月末日までにお申込みをいただいたものの

　　初回の工事費

 2）仮設工事費の免除

　・被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合

　　で、令和 2年 4月末日までにお申込みをいただいたもの

問 合 せ　東京電力エナジーパートナー株式会社

　　　　　☎ 0120-993-052

　　　　　　【受付時間 : 月～ 土 の 9 時 ～17 時（ 休・祝日を除く）】


